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男性に多く、日本人の多くを占める黄色人では男性
の約５％（およそ20人に１人）、女性の約0.2％（お
よそ500人に１人）に見られる。また、先天色覚異
常には赤と緑の区別がつきにくい先天赤緑色覚異常
と、青と黄の区別がつきにくい先天青黄色覚異常、
まったく色の違いがわからない全色盲に大別され
る。しかし先天性の青黄色覚異常や全色盲は非常に
珍しく、詳細も不明な点が多い。本研究では、色覚
異常の大多数を占め、学校生活を送る上で特に問題
とされやすい先天赤緑色覚異常を「色覚異常」とし
て扱うこととした。

３． 学校現場における色覚検査の変遷
正岡・井上（2012）や宮浦他（2012a）によると、

色覚異常を知るきっかけとして最も多いのは、学校
での健康診断、特に小学校で実施される色覚検査で
ある。学校での色覚検査の実施は学校保健安全法に
より規定され、現在に至るまでさまざまな変遷をた
どっている。

正岡・井上（2012）によると、学校における色覚
検査は1920年から実施されており、戦時中の一時期
は検査規定から外されていたが、終戦後の1949年に
再開された。

1958年には学校保健法が公布され、定期健康診断
の義務化とともに色覚検査の実施が必須項目として
組み込まれた。この時、色覚検査は全学年に毎年検
査することが義務付けられていたが、その後、検査
の実施は義務化を維持しつつも、回数は段階的に減
らされている。

1973年には改正学校保健法が施行され、小学校
１・４・６年、中学校１年、高等学校１年、高等
専門学校１・４年で実施することが義務付けられ
た（徳川, 2016）。1995年以降は小学校４年生のみの
実施が義務付けられ（正岡・井上, 2012）、検査は
教室以外の別室において、担任ではなく養護教諭が
実施することになった（徳川, 2016）。

その後、2002年の学校保健法施行規則の一部改正

問題と目的

１．色覚の仕組み
人の色覚（色の見え方や感じ方）には個人差があ

り、たとえ見ているものが同じであっても、すべて
の人が同じ色だと感じているとは限らない。基本的
に色の感覚とは、光、物体、人の３つの要素が組
み合わさることで成立している。つまり、色とは物
の性質ではなく、人の眼が受容した光の波長別の情
報をもとに脳が作り出す感覚である（岡部・伊藤, 
2002a; 2002b）。物体に光が当たると、波長によって
反射あるいは透過して眼の中に入り、角膜や瞳孔、
水晶体を通過した後に眼球の内側に広がる網膜に到
達する。網膜の底には錐体細胞が存在し、長波長の
光を強く感じるＬ錐体、中波長の光を強く感じるＭ
錐体、短波長の光を強く感じるＳ錐体の３種類に
分類される。これらのうち２種類以上が光に反応
すると網膜から信号が送られ、脳の中で総合的に処
理されることで色の感覚が生じている。つまり、錐
体細胞の種類や特性の状況によって、人の色の見え
方や感じ方の個人差が生じている。

２．色覚異常
一方で、大多数の人と比較して色の見え方が大き

く異なると、医学的に「色覚異常」と診断されるこ
とがある。「色覚多様性」という呼称（概念）も提
唱されている（日本遺伝学会, 2017）が、本研究に
おいて調査を実施するにあたり、色の見え方が大き
く異なる状態と認識されやすい「色覚異常」という
表現を用いることとする。

色覚異常には先天性と後天性が存在し、先天性の
色覚異常は遺伝によって生じる。原因となる遺伝子
はＸ染色体のみに存在するため、男性のＸ染色体が
色覚異常の因子を持っていると色覚異常となり、女
性のＸ染色体が２つとも色覚異常の因子を持って
いると色覚異常に、１つだけだと保因者になる（正
岡・井上, 2012）。よって、色覚異常は女性よりも
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に伴い、色覚検査は定期健康診断の必須項目から削
除された。文部科学省からの通知では、学校におけ
る色覚異常を有する児童生徒への配慮として「教職
員は、色覚異常について正確な知識を持ち、常に色
覚異常を有する児童生徒がいることを意識して、色
による識別に頼った表示方法をしないなど、学習指
導、生徒指導、進路指導等において、色覚異常につ
いて配慮を行うとともに、適切な指導を行う必要が
あること」が示された。加えて、「平成14年度中に、
学校における色覚異常を有する児童生徒への配慮に
ついてまとめた手引書を新たに作成し配布する予定
であること」が記されていた（文部科学省, 2002）。
実際に、2003年には学校における色覚異常のある児
童への配慮についての手引書である「色覚異常に関
する指導の資料」（文部科学省, 2003）が作成およ
び配布されている。

以降、色覚検査は全国のほとんどの学校で実施さ
れずにいたが、2014年に色覚検査の実施に関する通
知が発出された。文部科学省（2014）では2002年の
通知内容の趣旨を十分に踏まえ、「学校医による健
康診断において、児童生徒や保護者の事前の同意を
得て個別に検査、指導を行うなど、必要に応じ、適
切な対応ができる体制を整えること」、そして「教
職員が、色覚異常に関して正確な知識を持ち、学習
指導、生徒指導、進路指導等において、色覚異常に
ついて配慮を行うとともに、適切な指導を行うよう
取り計らうこと等を推進すること」の２点が留意
事項として明記された。その上で、児童生徒等が自
身の色覚の特性を知らないまま不利益を被ることの
ないようにするため、2016年以降、定期健康診断の
必須項目ではないものの、色覚検査が復活すること
になった。

４．色覚異常への教員の理解と配慮の現状
色覚異常のある場合には多少なりとも職業選択や

進学先などに制限が課される一方で、その程度は人
によってまちまちであり、他者にはもちろん本人も

「異常」に気がつかないとされ、その多くは普通の
日常生活に差し支えない軽度なものだと考えられて
いる（高柳, 2014）。この他さまざまな分野での知
見の蓄積から、色覚異常は特別な配慮を必要とする

「異常」ではなく、個性の一部でしかないという捉
え方も広まりつつある。

学校の教職員が色覚異常に関する正しい知識を持

つことで、当事者でさえ気付きにくい色覚異常を
「異常」ではなく個性として捉えることが可能とな
り、学校生活のみならず、その後の進学や就職にお
いても不利益を被らないような適切な指導や配慮に
役立てることができるものと予想される。それゆ
え、定期健康診断で色覚検査が義務づけられている
か否かにかかわらず、教職員は色覚異常について正
確な知識を持ち、色覚異常のある児童生徒の困難性
を理解し、適切な指導を行うことが重要だと考えら
れる。

しかしながら、学校現場における教職員の色覚異
常に対する理解度や、色覚特性に配慮した指導の実
態は必ずしも明らかとなっていない。特に教員は教
育活動上、児童生徒に色での判別を求める場合のあ
る学習指導をはじめとした色覚にかかる指導に関わ
ることが予想される。

教員における色覚異常への意識や配慮に関する先
行研究を見ると、色覚検査が義務化されていた1990
年代での意識調査において、小・中学校の一般教諭
は養護教諭と比較すると色覚異常に関する知識が不
足しており、色覚異常のある児童や生徒への配慮は
教員それぞれの色覚異常の捉え方に左右されること
が示唆されていた（堂腰他, 1998）。また、色覚検
査が事実上廃止されていた2010年代前半での実態調
査では、小学校高学年になるにつれて周りの者から
指摘されたり自ら気付きはじめたりしたという報告
が増えるが、小学校低学年ではまだ自身の色覚異常
に気付いていない場合が多く、特に図画工作の教科
でのトラブルの報告が多い（宮浦他, 2012b）。

しかし、2014年の文部科学省からの通知が発出さ
れた後、上記のような調査は行われておらず、小学
校での色覚異常に対する教員の意識や対応がどのよ
うな状況にあるのか不明である。また、文部科学省
から2003年に配布された「色覚異常に関する指導の
資料」を含め、色覚異常に関する資料や情報を教員
がどのように認識・活用しているのかも調査されて
いない。

本研究では、小学校の教員を対象に、学校教育の
現場における色覚異常への理解と配慮の実態を明ら
かにすることを目的として調査を行う。教員の色覚
異常に関する基礎的な知識の理解度と具体的な配慮
の実践状況を明らかにすることで、色覚異常もしく
はその傾向がある子どもたちが、自身の色覚特性に
関連した不利益を被らないための適切な支援を構築
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する一助となると考えられる。

方法

１．調査方法
本調査では、小学校の教員を対象に、色覚異常へ

の理解と配慮に関する質問紙調査を行った。調査協
力者にはURLとQRコードが示された調査概要を
配布し、WEB上の調査紙（Googleフォーム©）へ
の回答を求めた。また、同一人物が複数回調査に回
答することを避けるため、回答は１回のみと文書
にて教示した。回答はいずれも無記名で行われ、所
要時間はおよそ15分であった。

２．調査期間
調査は2023年11月22日～12月25日にかけて実施し

た。

３．調査協力者
調査協力者はＡ県内の小学校６校、Ｂ県Ｃ市内

の小学校５校および知己の教員（計271名）である。
教育活動上、色覚にかかる指導に関わる教員（管理
職を含む）が対象であり、電話およびメールにて調
査を依頼した。謝礼は提示していない。調査開始時
に質問紙が添付された文書にて調査概要を説明し、
調査協力の同意を得た。

４． 倫理的配慮
調査協力者には回答前に、①調査は匿名で行わ

れ、個人情報やプライバシーは守られること、②ア
ンケートへの回答は任意であり、回答しないことで
何か不利益が生じることはなく、送信ボタンを押さ
なければ回答し始めた後でも途中で中止することが
可能であること、③収集されたデータは学術的な目
的でのみ利用すること、④本研究の論文執筆後、収
集されたデータは指導教員が責任を持って管理し、
個人の情報が外部に流出することはないことの４
点の内容を文書で説明し、調査への回答をもって同
意が得られたものとした。

５．調査内容
本調査の質問紙はフェイスシート、色覚異常に関

する知識の項目［Q1］、色覚異常についての学習経
験の項目［Q2］、色覚異常の児童への配慮の項目

［Q3］から構成されていた。

１）フェイスシート
フェイスシートでは調査協力者の基本属性を尋

ね、性別・年齢・現在の役職または担当・特別支援
コーディネーターを担当した経験の有無・色覚の検
査を受けた経験の有無・対象者自身の色覚特性の有
無について選択式で回答を求めた。これらの質問項
目のうち、特別支援コーディネーターを担当した経
験の有無・色覚の検査を受けた経験の有無・対象者
自身の色覚特性の有無は後の分析に用いなかったた
め、以降の記載を省略する。

２）色覚異常に関する知識の項目［Q1］
調査協力者の色覚異常に関する基礎的な知識の理

解度について把握するため、堂腰他（1998）の質問
項目を参考に、文部科学省（2003）と日本学校保健
会（2016）を基に項目を作成し、選択式で回答を求
めた。Q1-1「『色覚異常』という名称を聞いたこと
がありますか」という質問では、「聞いたことがあ
る」または「聞いたことがない」を選ぶように求め
た。Q1-2「色覚異常の原因として考えられるものを
お選びください」という質問では、「網膜（視細胞）」

「視神経」「脳機能」から選ぶように求めた。Q1-3「男
児における色覚異常の発生率をお選びください」と
いう質問では、「発生しない」「0.5％」「１％」「５％」

「10％」から選ぶように求めた。Q1-4「女児におけ
る色覚異常の発生率をお選びください」という質問
では、「発生しない」「0.1％」「0.2％」「１％」「２％」
から選ぶように求めた。Q1-5「色覚異常のある場合、
黒板上で見えにくいとされるチョークの色をお選び
ください」という質問では、「赤」「白」「黄」「緑」「青」
から当てはまるものを複数回答するよう求めた。
Q1-6「色覚異常のある場合、似て見えるとされる色
の組合せをお選びください」という質問では、「『赤
と緑』『橙と黄緑』『茶と緑』（以下「赤と緑」等と
表記）」「『青と紫』『ピンクと白・灰色』『緑と灰色・
黒』（以下「青と紫」等と表記）」「『赤と黒』『ピン
クと水色』（以下「赤と黒」等と表記）」から当ては
まるものを複数回答するよう求めた。Q1-7「色覚異
常に関する知識として、正しいと思うものをお選び
ください」という質問では、色覚異常に関して誤解
されやすい知識の理解度について尋ねた。「色覚異
常は、『色が全くわからない』ではなく、『特性のあ
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る色世界を感受している』」「色覚異常のある場合、
信号機の色彩が判別できれば、普通自動車の運転免
許が取得できる」「色覚異常のある場合、理工系・
医歯薬系の大学へ進学できる」「色覚異常のある場
合、現時点において、職業選択に制限がある」「色
覚異常に対する有効な治療法はない」「色の判別は、

『暗い環境』『彩度の低い色』『小さな面積』のとき、
困難になる」から当てはまるものを複数回答するよ
う求めた。

３）色覚異常についての学習経験の項目［Q2］
調査協力者の色覚異常に関する学習経験を把握す

るため、堂腰他（1998）の質問項目を参考に項目を
作成し、選択式あるいは自由記述で回答を求めた。
Q2-1「色覚異常について学習した経験はあります
か」という質問では、「ある」と回答した調査協力
者に対し、Q2-2「学習した時期と方法をご記入くだ
さい」とQ2-3「学習した理由をご記入ください」
という自由記述の質問の回答に進むよう指示した。
さらに、Q2-4「色覚異常に関する研修は必要だと思
いますか」という質問では、「必要だと思う」と回
答した調査協力者と「必要だと思わない」と回答し
た調査協力者に対し、Q2-5「上記のように回答した
理由についてご記入ください」と尋ね、自由記述で
回答を求めた。

４）色覚異常の児童への配慮の項目［Q3］
色覚異常のある児童に対する配慮の実践状況を尋

ねた。堂腰他（1998）の質問項目を参考に、文部科
学省（2003）と日本学校保健会（2016）を基に項目
を作成し、選択式あるいは自由記述で回答を求め
た。Q3-1「色覚異常のある（と思われる）児童と関
わった経験はありますか」という選択式の質問で
は、「ある」と回答した調査協力者にQ3-2「児童の
色覚異常を知ったきっかけをご記入ください」とい
う自由記述の質問の回答に進むよう指示した。Q3-3

「学習指導における配慮について、知っているもの
をお選びください」という質問では、「板書（黒板、
照明、チョークの色など）」「地図帳（色分けの説明
など）」「掲示物・スライド・ホワイトボード・コン
ピュータ等（使用する色の数、コントラスト、色の
組合せなど）」「採点・添削（使用するペンの太さや
色など）」「実験（色の変化の程度を文字で表現する
など）」「観察・表現（植物の観察で色の違いを伝え

るなど）」「造形的な表現活動（個々の個性を認める、
色名を正しく伝えるなど）」「教科の評価（個性的な
違いにとらわれずに意欲・態度を含め総合的に評価
するなど）」「その他」から当てはまるものを複数回
答するよう求めた。Q3-4「学習指導において、色覚
異常の児童に配慮した経験はありますか」という選
択式の質問では、「ある」と回答した調査協力者に
Q3-5「配慮の具体的な内容についてご記入くださ
い」という自由記述の回答へ進むように指示した。
Q3-6「学習指導以外の時間における配慮について、
知っているものをお選びください」という質問で
は、「色覚異常に関する教職員向けの資料を活用す
る」「児童の進学先に関する情報を整備・提供する」

「色覚異常や色覚検査についての情報を保護者へ伝
えることができる機会を設ける」「色覚異常につい
て他者（医師や養護教諭など）と相談する」「色覚
に関する誤解の解消に努める」「その他」から当て
はまるものを複数回答するよう求めた。Q3-7「学習
指導以外の時間において、色覚異常の児童に配慮し
た経験はありますか」という選択式の質問では、「あ
る」と回答した調査協力者にQ3-8「配慮の具体的
な内容についてご記入ください」という自由記述の
質問の回答へ進むよう指示した。Q3-9「文部科学省
から、2003年には学校における色覚異常のある児童
への配慮についての手引書である『色覚に関する指
導の資料』が作成・配布されており、2014年には学
校保健安全法施行規則の一部改正等についての通知
が発出され、小学校における色覚異常のある児童へ
の配慮ができる状態が求められています。こうした
色覚に関する『通知』及び『資料』をご存知ですか」
という質問では、「知っている」または「知らない」
を選ぶように求めた。Q3-10「色覚異常の児童に配
慮・指導するにあたって、どのような課題や問題点
があると考えるか、もしございましたらご記入くだ
さい」という質問では、自由記述で回答を求めた。

６．分析方法
本調査の分析では、選択式の項目については有効回

答数を母数として、該当者数の割合を有効回答者全体
もしくは対象者の現在の役職または担当別に算出し
た。集計にはMicrosoft Excel（Microsoft Corporation）
を使用した。自由記述の項目については質的分析法で
あるKJ法を参考に、類似性に基づいて記述内容を整
理した。
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結果

１．フェイスシート
本調査では回答のあった72名（回収率26.6％）の

うち、無回答および無記入の多かった３名を除き、
分析対象とした。有効回答者は69名で、性別の内訳
は男性33名、女性36名で、平均年齢は38.3歳（23歳
～60歳）であった。有効回答者の現在の役職または
担当ごとに、児童の教育指導に必ずしも日常的に関
わるわけではないが教育指導に責任を持つ教員（管
理職等）、児童の学校保健に責任を持つ教員（養護
教諭）、児童の教育指導に日常的に直接関わる教員

（一般教諭）の大きく３つに分類した。内訳は、管
理職等（校長、教頭、主幹教諭、教務主任など）（以
下、管理職等と表記）15名（21.7％）、養護教諭８
名（11.6％）、一般教諭46名（66.8％）であった。一
般教諭の内訳は、通常の学級担任34名（49.3％）、特
別支援学級担任８名（11.6％）、通級による指導担
当２名（2.9％）、国際教室担当１名（1.4％）、少人
数担当１名（1.4％）であった。

２．色覚異常に関する知識［Q1］
本研究では、色覚異常に関する知識の項目におい

て、フェイスシートで尋ねた有効回答者の役職また
は担当別に集計した。したがって、管理職等15名、
養護教諭８名、一般教諭46名の３つのグループに
分けて算出した。
Q1-1　「色覚異常」の名称の認知を尋ねた質問に対
して、有効回答者69名全員が「聞いたことがある」
と回答した。よって、小学校の教員にとって、「色
覚異常」の名称は一般的であることがうかがえる。
Q1-2　色覚異常の原因を尋ねた質問に対して、有効
回答者全体では「網膜（視細胞）」を選択した者が
最も多く、43名（62.3％）が正解した。他の項目は
不正解であり、内訳は「脳機能」が19名（27.5％）、「視
神経」が７名（10.1％）であった。有効回答者の役
職または担当別では、管理職等で９名（60.0％）、
養護教諭で７名（87.5％）、一般教諭で27名（58.7％）
が、色覚異常の原因は「網膜（視細胞）」と回答し
ていた。
Q1-3　男児における色覚異常の発生率に関して、有
効回答者全体では「５％」を選択した者がもっと
も多く、36名（52.2％）が正解した。他の項目は不
正解であり、回答別に「１ ％」が14名（20.3％）、

「0.5％」 が12名（17.4％）、「10％」 が ７ 名（10.1％）
であった。「発生しない」を選択した回答者はいな
かった。有効回答者の役職または担当別では、管理
職等で８名（53.3％）、養護教諭で７名（87.5％）、
一般教諭で21名（45.7％）が、男児での色覚異常の
発生率を「５％」と正答していた。
Q1-4　女児における色覚異常の発生率に関して、有
効回答者全体では「0.2％」を選択した者がもっと
も多く、32名（46.3％）が正解した。他の項目は不
正解であり、回答別に「0.1％」が15名（21.7％）、

「１ ％」が11名（16.0％）、「２ ％」が11名（16.0％）
であった。「発生しない」を選択した回答者はいな
かった。有効回答者の役職または担当別では、管理
職等で５名（33.3％）、養護教諭で５名（62.5％）、
一般教諭で22名（47.8％）が、女児での色覚異常の
発生率を「0.2％」と正答していた。Q1-3の正答率と
比べると、不正解の回答項目を選んだ者が多い傾向
がうかがえた。
Q1-5　色覚異常のある場合、黒板上で見えにくいと
されるチョークの色に関して、有効回答者全体で回
答率の高かった項目は、「赤」が52名（75.3％）、「緑」
が49名（71.0％）、「青」が47名（68.1％）であった。
この質問での正答は「赤」「緑」「青」をすべて選択
した場合であり、有効回答者全体で27名（39.1％）
が正解した。有効回答者の役職または担当別では、
管理職等で３名（20.0％）、養護教諭で５名（62.5％）、
一般教諭で19名（41.3％）が、黒板上で見えにくい
とされるチョークの色を「赤」「緑」「青」と正しく
完答していた。
Q1-6　色覚異常のある場合、似て見えるとされる色
の組合せに関して、有効回答者全体で回答率の高
かった項目は、「赤と緑」等が57名（82.6％）、「青と紫」
等が27名（39.1％）、「赤と黒」等が15名（21.7％）で
あった。この質問での正答は、上記３つの選択肢
をすべて選択した場合であり、有効回答者全体で
６名（8.7％）が正解した。有効回答者の役職また
は担当別では、管理職等で２名（13.3％）、養護教
諭で１名（12.5％）、一般教諭で３名（6.5％）が、
似て見えるとされる色の組合せを正答していた。
Q1-7　色覚異常に関する知識として正しいと思うも
のに関して、有効回答者全体で回答率の高かった項
目は、「色覚異常は、『色が全くわからない』ではな
く、『特性のある色世界を感受している』」で、55名

（79.7％）が選択していた。回答別に、「色覚異常の
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ある場合、信号機の色彩が判別できれば、普通自動
車の運転免許が取得できる」が38名（55.0％）、「色
覚異常のある場合、理工系・医歯薬系の大学へ進学
できる」が24名（34.8％）、「色覚異常のある場合、
現時点において、職業選択に制限がある」が39名

（56.5％）であった。次いで、「色覚異常に対する有
効な治療法はない」が25名（36.2％）、「色の判別は、

『暗い環境』『彩度の低い色』『小さな面積』のとき、
困難になる」が43名（62.3％）であった。この質問
での正答は、上記６つの選択肢をすべて選択した
場合であり、有効回答者全体で８名（11.6％）が正
解した。有効回答者の役職または担当別では、管理
職等で３名（20.0％）、養護教諭で２名（25.0％）、
一般教諭で３名（6.5％）が、色覚異常に関する正
しい知識を正答していた。

３．色覚異常についての学習経験［Q2］
Q2-1　色覚異常について学習した経験はあるかとい
う質問に対し、有効回答者全体での回答は「学習し
た経験がある」が15名（21.7％）、「学習した経験が
ない」が54名（78.2％）であった。有効回答者の役
職または担当別では、養護教諭のグループが他のグ
ループと比べ、学習経験があると回答する傾向がう
かがえた。
Q2-2　Q2-1において、色覚異常について学習経験の
ある回答者に対し、学習した時期と方法について、
自由記述回答を求めた。有効回答者全体では14名

（20.3％）から17件の回答が得られた。記述内容の類
似性をもとに整理したところ、最も回答が多かった
時期・方法は「大学の授業」が５件であり、次い
で「教職に就いてから自主的に学んだ」が４件、「教
職に就いてからの研修」が３件であった。その他
の回答として、「学校医による勉強会」「眼科校医に
教えてもらった」「OJTで」「参考書」「高校の生物
科目」といった回答が得られた。
Q2-3　Q2-1と同様に、色覚異常について学習経験の
ある回答者に対して、学習した理由について自由記
述回答を求めた。有効回答者全体では13名（18.8％）
から14件の回答が得られた。記述内容の類似性をも
とに整理したところ、最も回答が多かった理由は、

「職務に必要だった」が３件であり、次いで「健康
診断で色覚検査を実施するため」が２件であった。
上記の５件の回答はすべて養護教諭のグループか
ら得られた。さらに、「過去に色覚異常のある児童

が在籍していた」と「対象児への配慮のため」がそ
れぞれ２件ずつ回答を得た。その他の回答として、

「板書の色チョークの使い分け」「教員採用試験の対
策」「（授業での）履修内容」「特別支援教育の専門
的な学習」「悉皆」といった回答が得られた。
Q2-4　色覚異常に関する研修は必要だと思うかとい
う質問に対し、有効回答者全体での回答は「必要だ
と思う」が60名（87.0％）、「必要だと思わない」が
９名（13.0％）であった。
Q2-5　Q2-4において、色覚異常に関する研修が必要
か否かを選択した者に対して、そのように回答した
理由について自由記述回答を求めた。有効回答者全
体では63名（91.3％）から67件の回答が得られた。
内訳は、「必要だと思う」に関連する回答が60件、「必
要だと思わない」に関連する回答が７件であった。
研修が必要だと思う理由に関する記述のあった60件
について、類似性に基づいて記述内容を整理した。
各回答は、「対象児がいる可能性」群が11件、「教員
の知識不足」群が９件、「板書での配慮」群が７件、

「実際の対象児の存在」群が５件、「より良い指導」
群が５件、「児童理解」群が４件、「知識を身につけ
たい」群が４件、「対象児への配慮に不可欠」群が
４件、「対象児の学校生活への影響」群が３件、「対
象児の色の感じ方への関心」群が３件、「多様性の
観点から」群が３件、「対象児の困り感に気付く」
群が２件の計９つに分けられた。また、研修が必
要だと思わない理由に関して記述のあった７件に
ついて、記述内容の類似性をもとに整理した結果、

「多忙」群（ex. 本来は必要だと思う。しかし現場
の状況はそれどころじゃない、というのが現実で
す）、「対象児の不在」群（ex. 色覚異常の研修につ
いては、対象となる児童が在籍すれば必要と考えま
す）、「その他」（ex. 困っている点を伝えてもらうと
良い）の計３つに分けられた。その結果、「多忙」
群が４件、「対象児の不在」群が２件、「その他」１
件となった。

４．色覚異常の児童への配慮［Q3］
Q3-1　色覚異常のある（と思われる）児童と関わっ
た経験はあるかという質問に対し、有効回答者全体
での回答は「ある」が22名（31.9％）、「ない」が47
名（68.1％）であった。
Q3-2　Q3-1において、色覚異常もしくはその傾向が
ある児童と関わった経験のある回答者に対し、児童
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の色覚異常を知ったきっかけについて、自由記述回
答を求めた。有効回答者全体では20名（29.0％）か
ら22件の回答が得られた。記述内容の類似性をもと
に整理したところ、「保護者からの連絡」群（ex. 保
護者からの連絡）、「学校での検査」群（ex. 学校で
実施した色覚検査）、「板書」群（ex. 板書をしてい
て「この色が見えづらい」と言われたことがきっか
け）、「図画工作」群（ex. 図画工作の時間における
絵の具の色使いを見て違和感を覚えたため）、「健康
調査票」群（ex. 調査票で見え方に不安があるとなっ
たため）、「引継ぎ」群（ex. 幼稚園からの引継ぎ）
の計６つに分けられた。その結果、「保護者からの
連絡」群が７件、「学校での検査」群が５件、「板書」
群が３件、「図画工作」群が３件、「健康調査票」群
が２件、「引継ぎ」群が２件となった。
Q3-3　学習指導における配慮について知っているも
のに関して、有効回答者全体で回答率の高かった項
目は、「板書（黒板、照明、チョークの色など）」で、
65名（94.2％）が選択していた。「掲示物・スライド・
ホワイトボード・コンピュータ等（使用する色の数、
コントラスト、色の組合せなど）」が43名（62.3％）、

「造形的な表現活動（個々の個性を認める、色名を
正しく伝えるなど）」が31名（44.9％）であった。次
いで、「観察・表現（植物の観察で色の違いを伝え
るなど）」が26名（37.7％）、「地図帳（色分けの説明
など）」が25名（36.2％）、「教科の評価（個性的な違
いにとらわれずに意欲・態度を含め総合的に評価す
るなど）」が24名（34.8％）であった。その他では、「実
験（色の変化の程度を文字で表現するなど）」が21
名（30.4％）、「採点・添削（使用するペンの太さや
色など）」が16名（23.2％）、「その他」と回答、もし
くは無回答が３名（4.3％）であった。
Q3-4　学習指導において、色覚異常の児童に配慮し
た経験はあるかという質問に対し、有効回答者全体
での回答は「ある」が19名（27.5％）、「ない」が49
名（71.0％）、無回答が１名（1.4％）であった。
Q3-5　 Q3-4において、学習指導での配慮をした経
験がある回答者に対し、その配慮の具体的な内容に
ついて自由記述回答を求めた。有効回答者全体では
17名（24.6％）から20件の回答が得られた。記述内
容の類似性をもとに整理し、「チョークの使用時」
群（ex. チョークの使用を工夫した）が15件、「図画
工作の時間」群（ex. 図工の時間、色に対しえて教
えつつも、本人の感性を尊重した）が２件、「色以

外の情報を伝える」群（ex. 色以外の情報を伝える
工夫をした）が２件、「掲示物」群（ex. 掲示物）が
１件となった。「チョークの使用時」群についてグ
ループピングを行ったところ、「色チョークの使用
制限（ex. 黒板で板書をする際には、赤や青を極力
使わず白と黄色のみを使うようにした）」が７件、

「使用する色チョークの確認（ex. チョークの色を
識別できるのか確認してから授業を行った）」が３
件、「チョークの色（ex. チョークの色）」が２件、

「ルールの設定（ex. クラス共通で白は鉛筆、黄色
は赤鉛筆というルールを決めていた）」が１件、

「チョークの種類（ex. 色覚対応のチョークを使用
した）」が１件、「チョークの使用を工夫（ex. チョー
クの使用を工夫した）」が１件となった。
Q3-6　学習指導以外の時間における配慮について
知っているものに関して、有効回答者全体で回答率
の高かった項目は、「色覚異常について他者（医師
や養護教諭など）と相談する」であり、37名（53.6％）
が選択していた。次いで「色覚異常に関する教職員
向けの資料を活用する」が29名（42.0％）、「色覚異
常や色覚検査についての情報を保護者へ伝えること
ができる機会を設ける」が26名（37.7％）、「色覚に
関する誤解の解消に努める」が26名（37.7％）であっ
た。最も回答率の低かった項目は「児童の進学先に
関する情報を整備・提供する」で、20名（29.0％）
が選択していた。６名（8.7％）が無回答であった。
Q3-7　学習指導以外の時間において、色覚異常のあ
る児童に配慮した経験はあるかという質問に対し、
有効回答者全体での回答は「ある」が９名（13.0％）、

「ない」が58名（84.0％）、無回答が２名（2.9％）であっ
た。
Q3-8　Q3-7において、学習指導外での配慮をした経
験がある回答者に対し、その配慮の具体的な内容に
ついて自由記述回答を求めた。有効回答者全体では
８名（11.6％）から９件の回答が得られた。記述内
容の類似性をもとに整理したところ、「色使いの工
夫」群（ex. 作成する資料は、アプリを使用しなが
ら見えにくくないか配慮している）、「誠実な対応」
群（ex. 保護者から相談があった際、専門医へつな
げることや将来の職業選択への影響についてなど丁
寧に説明するようにつとめる）、「理解促進」群（ex. 
当該児童に色覚異常があることを他の児童に悟られ
ないようにしながらも、保健体育の時間などを利用
して、「色覚異常」を含めた広く障害に関する話を
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し、学級に認め合いの雰囲気が醸成されるように配
慮した）、「色覚検査時の対応」群（ex. プライバシー
等に配慮する）、「関係職員との連携」群（ex. 色覚
異常があるとわかった生徒が見づらい状況ではない
か、チョークの使用状況や見えづらさについて本人
と確認し、関係職員に伝えた）の計５つに分けら
れた。その結果、「色使いの工夫」群が２件、「誠実
な対応」群が２件、「理解促進」群が２件、「色覚検
査時の対応」群が２件、「関係職員との連携」群が
１件となった。
Q3-9　文部科学省から出されている色覚に関する

「通知」及び「資料」を知っているかという質問に
対して回答を求めたところ、有効回答者全体での回
答は、「知っている」が26名（37.7％）、「知らない」
が43名（62.3％）であった。有効回答者の役職また
は担当別では、養護教諭のグループ全員が「通知」
及び「資料」について知っていると回答していた。
Q3-10　色覚異常の児童に配慮・指導するにあたり、
どのような課題や問題点があるかという質問に対し
て、自由記述回答を求めた。有効回答者全体では19
名（27.5％）から23件の回答が得られた。色覚異常
への配慮・指導にかかる課題や問題点に関する記述
のあった23件について、類似性に基づいて記述内容
を整理した。各回答は、「色覚の知識不足」群が６
件、「気付きにくさ」群が４件、「環境整備の重要性」
群が３件、「過労」群が２件、「個別配慮の難しさ」
群が２件、「周囲とのかかわり方」群が２件、「保護
者との連携の難しさ」群が２件、「検査の負担」群
が１件、「色覚異常の扱われ方」群が１件の計９つ
に分けられた。

考察

本研究の目的は、小学校における色覚異常への教
員の理解と配慮の状況を明らかにすることであっ
た。以下、調査結果を踏まえ、①教員の色覚異常へ
の理解と配慮の現状、②教員の色覚への関心の低さ
とその背景、③教員の色覚への理解と配慮を促進す
るための今後の取り組みの３点について考察し、
最後に本研究の限界と今後の課題について述べる。

１．色覚異常への教員の理解と配慮の現状
調査結果のうち色覚異常の基礎的な知識を尋ねた

質問項目において、男児および女児での色覚異常の

発生率について「発生しない」と回答した教員はい
なかった。堂腰他（1998）の結果と比較すると、現
在では色覚異常は男女どちらにも発生し得るとの理
解が教員間で広まっていると考えられる。また、堂
腰他（1998）の結果と比較すると、本研究での色覚
異常に関する知識のなかでも板書に関する知識の正
答率ではおおむね高い結果が得られた。特に、色覚
異常のある児童にとって見えにくいチョークの色と
して赤を回答したり、似て見える色の組み合わせと
して「赤と緑」等を回答したりする教員が多く見ら
れた。文部科学省（2003）や日本学校保健会（2016）
において、暗い色である赤や緑、青のチョークは黒
板上で見えにくいため、白と黄のチョークを主体的
に使用することが推奨されており、赤から緑までの
色が色覚異常のある児童にとって見分けにくいとさ
れることも記載されている。宮浦他（2012b）は、
教職員が認識しておくべき「黒板と色チョーク」に
関したトラブルが小学校において多く報告され、色
チョークの使用方法をはじめとした学校における色
覚バリアフリーが十分に行われていないとの推測を
示していた。一方、川端（2020）によれば、学校現
場での色覚への配慮から色覚バリアフリーやユニ
バーサルデザインの考え方を教科書や色チョークに
採り入れる動きが進んでいる。色のバリアフリーと
は、色覚異常の有無にかかわらず識別できる色の使
い方や、色だけに頼らない情報伝達を徹底しようと
する観点（川端, 2020）であり、ユニバーサルデザ
インとは、できるだけ多くの人が使いやすいように
配慮がされたデザインを指す。したがって本調査の
結果から、教員間での色覚異常への配慮の現状とし
ては、学習指導における板書や掲示物等への配慮に
おいて、赤チョークの使用や「赤と緑」等の組み合
わせは避けるべきとの認識がなされていると推察さ
れた。

また、色覚に関する研修が必要か否か、その理由
もあわせて尋ねた質問項目への回答では研修が必要
だと考える教員が多く、その理由として「対象児が
いる可能性」や「教員の知識不足」を回答する教員
が多かった。2016年から小学校において色覚検査が
復活したことは周知されているが、実際には定期健
康診断の必須項目としてではなく、希望者のみに実
施するかたちでの再開であった。そのため、現在も
色覚検査を実施していない学校や、色覚異常のある
児童がいるかどうかを把握できないまま適切な指導
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や配慮を求められる教員の存在が考えられる。しか
し文部科学省（2014）の通知において、教員は色覚
異常に関して正確な知識を持ち、色覚異常に配慮し
つつ、適切な指導を行うよう努めなければならない
とされている。よって、各クラスに１人は色覚異
常の児童がいる（岡部・伊藤, 2002c）という状況で、
研修の必要があると回答する傾向が見られるという
ことは、色覚異常のある児童に出会った際、どのよ
うに対応したらよいのかわからない、あるいは対応
への不安を抱える教員が一定数存在する状況である
ことが推察された。本調査の結果からも、教員が色
覚異常のある児童を指導する際、色覚の特性を踏ま
えた配慮とはどういったものか学習するために研修
を必要としていると予想される。今後色覚異常に関
する学習機会を保障するためにも、さまざまなタイ
ミングでの研修の実施が必要と考えられる。教員を
対象とした場合、まず初任者研修において色覚異常
について扱うことでその知識や配慮を習得するきっ
かけになり得る。この他、教員が自主的に参加する
研修等でも同様に取り扱うことで、その後に色覚異
常のある児童に出会ったとしても適切な対応ができ
る状態である可能性が高いと考えられる。また、教
員免許状の取得を目指す学生に対しては、大学での
教職課程コアカリキュラムにおいて色覚異常に関す
る知識や配慮にまつわる内容を修得させることで、
色覚異常のある児童への対応力を身につけた状態で
教職に就けると予想される。いずれにしても色覚に
関する研修を適宜実施することで、教員の知識不足
の解消に加え、適切な指導や配慮を実現する一助と
なると考えられる。

２．色覚への教員の理解の低さとその背景
本調査の結果から、チョークの色や板書を除い

た、色覚異常に関するその他の知識の正答率や配慮
経験の少なさが見られた。一方で、色覚異常に関す
る知識については堂腰他（1998）の結果と同様に、
養護教諭のグループが他のグループと比較すると正
答率が一貫して高い傾向が見られた。この結果は各
教員の色覚異常についての学習経験の有無が大きく
影響しているものと考えられる。堂腰他（1998）で
も示唆されるように、養護教諭はその他の教諭と比
較すると色覚異常についての学習経験が多い傾向に
ある。これは養護教諭が定期健康診断において色覚
検査を実施する立場であるゆえに、色覚異常につい

て知識を得る機会が多かったためと推定される。そ
れに対し、養護教諭以外の教員にとっては自主的な
学習を除くと、色覚異常に関して学習する機会はほ
とんどないと予想される。指導において色覚異常が
意識されやすい環境であるためには、教員が色覚異
常への理解を深めることが重要であり、そのために
は色覚異常に関して学習する機会を設けるべきと考
える。

３．色覚への教員の理解と配慮を促進するため
の今後の取り組み
正岡・井上（2012）にて示唆された通り、調査結

果では「通知」及び「資料」の認知度について養護
教諭のグループでは全員が知っていたが、他のグ
ループでは「知らない」と回答する教員が多かった。
定期健康診断における色覚検査の実施の有無につい
ては「通知」において周知されているため、色覚検
査を実施する立場にある養護教諭は当然把握してい
たものと考えられる。これに対し、2003年に文部科
学省から発行された「資料」は学校現場において十
分に普及しているとは言えない。色覚検査の廃止や
再開を経て、先天色覚異常にまつわる知識もすっか
り忘れ去られてしまったのではないかという懸念も
示されており（川端, 2020）、2002年の通知以降各学
校に再配布もされていない「資料」の存在を知らな
い教員が一定数いるものと予測される。教員が「通
知」や「資料」の存在や、その詳細を把握していな
ければ、色覚異常に関する正確な知識を理解してお
くべきだという根拠や、色覚にかかる指導において
どのような配慮が求められるのか不明のままである
と予想される。「通知」及び「資料」の周知は今後
必要な対応であると考えられる。

この他、本邦において色覚異常が社会的な制限を
受け、その特性のために不利益を被る現状は、「異
常」という呼称によって誤った解釈がなされてきた
ことも要因の一つとして考えることができる。色覚
検査によって「見えない」点だけが強調され続けて
きたが、近年では色覚を「正常か異常か」の二分法
ではなく、多様性と捉えようとする動き（川端, 
2020）も見られる。岡部・伊藤（2002b）によると、
青色への感度はむしろ高い面があり、色覚異常のあ
る人の色覚と、色覚異常のない人の色覚は、単純な
優劣では測れないことを指摘している。すなわち、
色覚の多様性や連続性について理解することで、教



― 184 ―

員自身を含めた多くの人がそれぞれ「特性のある色
世界」を感受しているといった捉え方へと変化し、
色覚への理解と配慮の促進につながると考えられ
る。

加えて、今後の学校現場では色覚バリアフリーや
ユニバーサルデザインを採り入れた環境整備が重要
であると予想される。文部科学省や日本学校保健会
により作成・配布されている資料においても、色覚
バリアフリーやユニバーサルデザインの考え方が随
所に見られ、「分かりにくい」を可能な限り取り除
くことの重要性が示されている。また、岡部・伊藤

（2002a; 2002b）は、黄色人では男性の約５％、白人
男性の約８％、黒人男性の４％が赤や緑の混じっ
た特定の範囲の色について差を感じにくいという色
覚特性を持っていると指摘している。本調査におけ
る男児および女児の色覚異常の発生率は、日本人を
含む黄色人の男性で約５％、女性で約0.2％を想定
していたが、今後日本の現代社会のグローバル化が
進むにつれ、学校現場においてさまざまな民族・文
化に属する児童が数多く在籍することが予想され
る。検査の有無にかかわらず、児童の色覚の多様性
に対応し得る環境整備が求められよう。また、すべ
ての人は加齢とともに水晶体が着色して青みを感じ
にくくなる（川端, 2020）ことから、教職員の色覚
の多様性・連続性にも配慮することが重要であると
言える。色覚バリアフリーやユニバーサルデザイン
を採り入れた環境整備は、今後の学校現場に不可欠
であると同時に、教員の色覚への理解と配慮を促進
するきっかけになり得ると考えられる。

こうした取り組みは今後の社会において、色覚異
常の有無にかかわらず、すべての児童にとって過ご
しやすい学校を実現するためにも重要な捉え方であ
ると位置づけられよう。

４．本研究の限界と今後の課題
第一に、本研究における有効回答者数の不足であ

る。この内訳について堂腰他（1998）では、小学校
一般教諭85名、中学校一般教諭125名、小学校養護
教諭32名、中学校養護教諭27名であった。本調査で
は小学校の教員のみに限定していても、その内訳は
管理職等15名、養護教諭８名、一般教諭46名であっ
た。有効回答者数をさらに増やすことができれば、
教員の年代や役職または担当と、色覚異常への理解
や配慮についてのクロス集計ができた可能性があっ

た。
第二に、教員が色覚をどのように理解しているの

か、その理解が色覚異常への配慮にどのように影響
したのかが明らかにされていないことが挙げられ
る。前述した分析方法により、教員の年代や色覚検
査の実施の変遷が色覚の多様性や連続性にまつわる
理解や色覚異常への配慮にどのように影響したかを
検討しえた可能性があった。

第三に、色覚異常への知識や配慮の状況に限ら
ず、色覚の多様性や連続性への理解に関する実態調
査を行うことが今後の課題として挙げられる。本調
査を実施するにあたり、堂腰他（1998）の質問紙を
参考にしたが、この先行研究は1994年の学校保健法
の健康診断に関する一部改正を受け、小学校４年
生のみに健康診断の必須項目として色覚検査が行わ
れており、検査を実施する意味が問われはじめてい
た状況下にあった。したがって、小学校における色
覚異常や色覚検査を取り巻く環境が現在のものと異
なるため、堂腰他（1998）の質問項目に大幅な変更
を加え、さまざまな資料を基に本調査の質問項目を
作成した。色覚検査の廃止と復活を経た現代の学校
現場において、色覚の多様性や連続性についての理
解や配慮の現状を詳細に把握することで、色覚異常
への適切な理解や配慮を習得するための研修等の内
容構築など、教員の資質向上に貢献しうる知見を得
られる可能性があった。
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